
日南町軽自動車税課税保留事務取扱要綱 

 

平成29年9月25日 

訓令第12号 

（目的） 

第１条 この要綱は、軽自動車等が滅失、解体等により実在しないにもかかわらず、道路運送車両法

（昭和26年法律第185号）第15条に定める永久抹消登録又は日南町税条例（昭和45年日南町条例第

30号）第87条第3項の規定による申告がなされていない軽自動車等に係る軽自動車税の課税に関す

る事務処理を適切に行うため、課税保留の事務取扱について必要な事項を定めることにより、軽

自動車税の適正な賦課徴収事務の確立に資することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。 

(1) 軽自動車等 日南町税条例（以下「条例」という。）第80条第1項に定める原動機付自転

車、軽自動車、小型特殊自動車及び2輪の小型自動車をいう。 

(2) 課税保留 現に軽自動車税が課されている軽自動車等について、その課税を一時的に保留す

ることをいう。 

（対象事由） 

第３条 課税保留の対象となる軽自動車等は、次の各号のいずれかの事由に該当するものとする。 

(1) 解体(整備又は改造のために解体する場合を除く。)又は滅失により現存しないもの 

(2) 軽自動車等の装置の大部分又は軽自動車等を運行(道路運送車両法第2条第5項に定める運行

をいう。)するために必要な主要部分の著しい損傷により、通常の修理では運行の用に供するこ

とができないと認められるもの 

(3) 盗難により納税義務者が現に占有していないもの 

(4) 納税義務者又は軽自動車等の所在が不明であるもの 

(5) 納税義務者が死亡し、又は法人が解散した場合において、当該死亡者の相続人若しくは解散

した法人の清算人が不明であるもの又は当該死亡者の相続人若しくは解散した法人の清算人が

現に占有している軽自動車等で、運行の用に供しないことが明らかであるもの 

(6) 登録を伴わない転売又は譲渡により軽自動車等の所在が不明であるもの 

(7) 前各号に定めるもののほか、課税保留を行うことが適当であると町長が特に認めるもの 

（調査） 

第４条 課税保留を受けようとする者から前条各号の事由に該当することの申立てがあったとき又は

前条各号の事由に該当する軽自動車等を発見したときは、速やかに事実確認のための調査を行う

ものとする。 

２ 前項の申立ては、軽自動車税の課税保留に関する申立書（様式第1号）によるものとする。 

３ 第1項に定めるところにより調査を行った場合は、軽自動車税の課税保留に関する調査書（様式

第2号）を作成し、町長に報告しなければならない。 

（課税保留の決定） 

第５条 町長は、前条第3項の報告を受けたときは、課税保留の対象となる軽自動車等について課税

保留の可否について審査するものとする。 

２ 前項の審査により課税保留を決定したときは軽自動車税の課税保留決定通知書（様式第3号）に

より、課税保留を否決したときは軽自動車税の課税保留否決通知書（様式第4号）によりその旨を

申立人に通知するものとする。 



３ 課税保留の始期は、課税保留の決定を行った日の属する年度の翌年度とする。ただし、第3条各

号に定める事由の発生した日が確認できる軽自動車等については、当該事実の発生した日の属す

る年度の翌年度とすることができる。 

４ 町長は、第2項の課税保留の決定を行う際、可能な限り所有者等に対して道路運送車両法第15条

に定める永久抹消登録又は条例第87条第3項に定める申告を行うよう指導するものとする。 

（課税保留の取消し） 

第６条 町長は、前条により課税保留を決定した後において、第3条各号に掲げる事由（以下「対象事

由」という。）に該当しないことが判明したときは、その決定を取り消し、課税保留の期間に係

る軽自動車税について課税するものとする。 

２ 課税保留の事由が盗難その他所有者等の責に帰することができない場合であるときは、前項の規

定にかかわらず、対象事由に該当しなくなった日の属する年度の翌年以降の軽自動車税について

課税するものとする。 

３ 町長は、第1項の規定により課税保留の決定取消しをしたときは、軽自動車税の課税保留決定取

消通知書（様式第5号）により、納税義務者に通知する。 

（課税台帳の職権抹消登録） 

第７条 町長は、課税保留を決定した日の属する年度から5年を経過したときは、職権により当該軽

自動車について課税台帳の抹消登録を行うことができる。 

２ 前項の規定にかかわらず、課税保留の事由が第3条第1号又は第2号に該当する場合は、直ちに課

税台帳の登録を抹消することができるものとする。 

(その他) 

第８条 この要綱に定めるもののほか、軽自動車等の課税保留に関し必要な事項は、町長が別に定め

る。 

附 則 

この訓令は、公布の日から施行する。 

 



様式第1号(第4条関係) 

軽自動車税の課税保留に関する申立書 

軽自動車等 

車 種   
車両番号又は

標 識 番 号 
  

車 名   

排気量又は定格出力   

車 台 番 号   

型 式   

所 有 者 
住 所   

氏 名   

納税義務者 
住 所   

氏 名   

軽 自 動 車 等 の 現 況   

滅 失 ・ 盗 難 等 発 生 年 月 日 年  月  日 

滅 失 ・ 盗 難 等 発 生 場 所   

登 録 の 抹 消 が で き な い 理 由   

そ の 他 参 考 事 項   

 

 上記のとおり事実に相違ないことを申立てします。 

      年   月   日 

 

申立人  住所              

氏名          印   

納税義務者との関係       

 

 日南町長    様 



様式第2号(第4条関係) 

軽自動車税の課税保留に関する調査書 

 下記の軽自動車等について実態調査したところ、次のとおりでありましたので、処理方

針のとおり処理してよいか伺います。 

 

調査年月日    年  月  日   

調査者職氏名          印   

 

1 軽自動車等の表示 

車 種   
車両番号又は 

標 識 番 号 
  車 名   

排 気 量 又 は

定 格 出 力 
  登録年月日 年  月  日 

車 体 番 号   型 式   年 式   

所有者 
住 所   

氏 名   

納 税

義務者 

住 所   

氏 名   

主たる定置場   

2 調査事項 

軽自動車等の有無(有・無・不明) 

軽自動車等の現況(解体・滅失・運行不能・その他) 

 

納税義務者の確認 

 

その他参考となる事項 

 

3 処理方針 

  次のとおり処理することが適当であると思われる。 

  (1)          により、  年度分以降について課税保留とする。 

 

  (2) その他 (                             ) 



様式第3号(第5条関係) 

 

軽自動車税の課税保留決定通知書 

 

第      号 

    年  月  日 

 

          様 

 

日南町長             

 

 

     年  月  日付で申立てのあった下記軽自動車等に係る軽自動車税の課税保

留については、次のとおり課税保留することを決定したので通知します。 

 

記 

 

1 軽自動車等の表示 

車 種   

車両番号

又 は

標識番号 

  車 名   

排 気 量

又 は

定 格 出 力 

  車 台 番 号   

型 式   登録年月日 年  月  日   

 

2 決定内容 

 次の事由により、   年度分以降について課税保留します。 

   〈事由〉 

 

 

 

 

3 課税保留を決定した後において、決定事由に該当しないこととなった場合は、決定を

取り消し、課税保留の期間に係る軽自動車税についても課税します。 



様式第4号(第5条関係) 

 

軽自動車税の課税保留否決通知書 

 

第      号 

    年  月  日 

 

          様 

 

日南町長             

 

 

     年  月  日付で申立てのあった下記軽自動車等に係る軽自動車税の課税保

留については、調査の結果、次の理由により課税保留を適当としないことに決定したので

通知します。 

 

1 軽自動車等の表示 

車 種   

車 両 番 号

又 は

標 識 番 号 

  

車 名   車 台 番 号   

型 式   

排 気 量

又 は

定格出力 

  登録年月日   

納 税

義務者 

住 所   

氏 名   

主 たる定置 場   

 

2 否決理由 

 次の理由により、引き続き課税します。 

   〈理由〉 

 

 

 

 

 



様式第5号(第6条関係) 

 

軽自動車税の課税保留決定取消通知書 

 

第      号 

    年  月  日 

 

          様 

 

日南町長             

 

 

     年  月  日付  第  号で課税保留決定通知をした下記軽自動車等に係

る軽自動車税について、次の理由によりその決定を取り消したので通知します。 

 なお、この取り消しにより、課税保留の期間に係る軽自動車税について課税することに

なりました。 

 

記 

 

1 軽自動車等の表示 

車 種   

車両番号

又 は

標識番号 

  車 名   

車 台 番 号   排気量又は定格出力   

型 式   登 録 年 月 日   

納 税

義務者 

住 所   

氏 名   

主たる定置場   

 

2 取消し理由 

 

 

3 取消により課税することになった年度 

    年度分以降について課税する。 


